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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK21]国富町立旧深年小学校売却事業　公募型プロポーザル実施要領

第１　趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
国富町は、未利用財産の有効活用を図るため、民間事業者等から施設等の利活用に関する事業の企画提案を公募型プロポーザル方式により広く募集する。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]旧深年小学校は、統合により平成２１年３月末をもって閉校となり、校舎及び校庭等が未利用財産となっていることから、民間事業者等への売却により有効活用を図る。

第２　売却対象施設等（民間事業者等への売却による利活用）
　１　施設の状況
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]施　設　名
	所　在　地
	地　目
	面　積

	旧深年小学校跡地
	国富町大字深年５５８９番地１ほか
	学校用地ほか
	約５，０００㎡



	建　物
	構　造
	面　積
	建　築　年
	耐震診断等

	校舎①
	鉄筋コンクリート造
	５７４㎡
	昭和４８年
	大規模改造Ｈ１６

	校舎②
	鉄筋コンクリート造
	５８９㎡
	昭和５１年
	大規模改造Ｈ１６

	校舎③
	鉄筋コンクリート造
	２３３㎡
	昭和５９年
	大規模改造Ｈ９

	コンテナ室
	鉄筋コンクリート造
	９㎡
	平成１１年
	新耐震適合

	トイレ
	鉄筋コンクリート造
	４５㎡
	昭和５１年
	基準未達成

	運動場
	
	３，０００㎡
	
	



２　売却額
	最低売却額　

	土　地
	２，６５０円／㎡　
	建　物
	１７，８９５，０００円







第３　施設利活用の条件
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]１　共通事項
[bookmark: OLE_LINK7]⑴　企画提案事業者が、施設を整備・維持管理し、事業を運営する提案であること。
⑵　雇用の創出や交流人口の増加等、地域の活性化につながる提案であること。
⑶　施設での事業実施に際して、適用される関係法令等を遵守した提案であること。
⑷　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）上、用途変更の必要等がある場合は企画提
案事業者自らの責任においてその手続きを行うこと。
⑸　環境（近隣住民への配慮含む）に配慮した事業提案であること。
⑹　地域や地域住民等との間でトラブル等の生じないよう長期的な良好関係及び信頼関係
の構築に努めること。
⑺　町は、施設に係る維持管理、補修、改修及び解体等を行わない。
⑻　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定す
る者が活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用することを禁止する。
⑼　風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規
定する用に使用することを禁止する。
⑽　その他提案内容により関係機関と協議が必要となる場合がある。

２　売却の提案について
⑴　施設を企画提案事業者自ら取り壊し、又は増改築して利活用する提案も可とする。
⑵　施設の建物は未登記となっていることから、利活用にあたっては企画提案事業者自ら
の責任と負担において登記手続きをすること。
[bookmark: OLE_LINK14]⑶　契約締結日より１年以内に事業着手、３年以内に事業開始、１０年以上提案した事業
を継続する見込みであること。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]⑷　契約締結日から起算して１０年以内に第三者へ所有権移転することを禁止する。

第４　施設の概要
	名称
	旧深年小学校

	住所
	国富町大字深年５５８９番地１ほか

	敷地面積
	約５，０００㎡　（売却以外の全体敷地は８４７４．８６㎡）

	
主な建物
	
校舎
	１，４０５㎡　２階建て　鉄筋コンクリート造　耐震診断済
昭和４８年築（５７４㎡）、昭和５１年築（５８９㎡）
昭和５９年築（２３３㎡）、平成１１年築

	
	トイレ
	４５㎡　平屋　鉄筋コンクリート造
昭和５１年築　

	
	プール
	不明　鉄筋コンクリート造
昭和４９年築　　　　※　売却対象外

	区域区分
	都市計画区域外

	インフラ関係
	＜電気＞九州電力　　＜ガス＞プロパンガス
＜水道＞上水道　※給水管Φ５０㎜以下
＜下水道＞なし　合併浄化槽（５０人槽）

	交通アクセス
	バス停「深年局前」から１０ｍ

	位置図
	[image: ]
　　　　　「旧深年小学校」

ＱＲコードを読み取ると、ＧｏｏｇｌｅＭａｐ上で位置を参照できます。

	特記事項
	⑴　土地、建物及び付帯する工作物を現状有姿（※）で売却する。
　※　プールは更地にして進入路を造成予定、遊具は移設して町で利用する予定。それ以外は全て現状有姿。
⑵　なお、運動場については半分程度を売却予定としており、細かい境界については後日協議して決定することとする。
※　対象物件は、土地及び建物で、体育館及びプールは対象外。
購入後に建物を建て替え、増築、減築、解体する計画も可能。
⑶　敷地内への侵入経路は２か所。
⑷　埋蔵文化財包蔵地のため、宮崎県立会いのもと試掘調査を実施
した結果開発は可能であるが、土木工事等については慎重に実施
することとする。
⑸　敷地南側の道路沿いに間口５２ｍ×高さ１ｍ×奥行１ｍ程度の
土留擁壁部分があり、修繕の必要性有り。
⑹　用途変更、増築等に伴い、建築確認申請や各種規制の対象となる
場合があるため、事前の確認は町及び宮崎県高岡土木事務所に問い
合わせること。
⑺　県道（道路幅員１４．０ｍ）、町道（５．０ｍ）に接道している。
⑻　道路に関する工事及び道路側溝等に関する工事を行う場合は、
道路法の手続きが必要。
⑼　国富町水道事業給水条例等の規定により各種届出が必要。
⑽　プールは更地にするため利用不可。
⑾　土地に係る土壌汚染調査、地質調査及び地下埋設物調査は実施
していない。各種調査、土壌改良及び埋設物除却等に係る費用は、
売却の相手方（以下「買受者」という。）の負担とする。
⑿　建物へのアスベスト（石綿）の使用状況等については、町は、
専門機関又は専門業者による詳細な調査は実施していないので、
アスベスト（石綿）の使用の有無については不明だが、アスベスト
調査は行わないため、アスベストが発見されても町は責任を負わ
ない。買受者が、建物の改築や解体等を行う際はアスベストの飛散
防止の措置が必要となり、解体工事費用等が割高になるおそれが
あるが、その費用は買受者の負担とする。
⒀　建物及び土地の利用、事業の実施にあたっては、関係法令や県・町条例等を遵守すること。施設の概要に記載の事項以外に、都市計画法、建築基準法、消防法、文化財保護法等の法令及び県・町の条例等により規制、指導を受ける場合有り。詳細は所管行政庁にお問い合わせること。
⒁　買受者は、建物、工作物及び建物に付帯する諸設備等が現状のまま引き渡されることを十分に理解し、これを使用する場合において必要となる修繕や整備、安全性の確保については、自らの負担と責任において行うものとすること。
⒂　電柱等の移転・撤去、立木の伐採、雑草の草刈、切り株の除去、フェンス・囲障・擁壁・井戸など地下・地中・空中工作物の補修・撤去などの負担は、物件敷地の内外及び所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、町は一切行わない。
越境物の処理についても、買受者において相隣関係で話し合うこと。（契約後に判明した場合も同様。）
⒃　対象物件に係る土地利用に関し、隣接土地所有者及び地域住民
との調整等については、すべて買受者において行うこと。
⒄　町と売買契約（仮契約）を締結後、公立学校施設整備費補助金
　等に係る財産処分手続きを行い、国からの承認を得てからの譲渡に
なるため、その間は期間を要することを事前に了承すること。















[image: ]







































第５　応募資格
プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる事項を満たす者とする。
⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当し
ないこと。
⑵　破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破産の申立てがなされていないこと。
⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てをしてい
ないこと又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立
てをしていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定
による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]⑷　国富町暴力団排除条例（平成２３年国富町条例第１３号）第２条第１号及び第３号に
定める暴力団及び暴力団関係者に該当していないこと。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]⑸　宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体、政治資金規
正法（昭和２３年法律第１９４号）に規定する政治団体等、宗教活動や政治活動を主
たる目的とする法人及び団体でないこと。
⑹　国税及び地方税を滞納していないこと。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]⑺　応募できる者は、日本国内に本社を有する法人（公共的団体を含む。）又は日本国籍の
個人であること。複数の者が共同して応募を行うことも可能とし、その場合は、共同申
請者等の中から代表者を設定し、代表者が窓口になることとする（共同事業体）。なお、
共同で応募する場合は、各構成員が上記⑴から⑺の要件をそれぞれ満たさなければなら
ないものとする。

第６　企画提案に係る事項
１　スケジュール
	１
	実施要領の公表
	令和８年２月２７日（金）

	２
	応募申込書の受付期間
	２月２７日（水）～３月２７日（金）

	３
	現地見学会の開催
	３月６日（金）

	４
	質問書の受付期間
	２月２７日（金）～３月１３日（金）

	５
	質問に対する回答
	３月１８日（水）

	６
	応募資格確認（結果通知）
	４月２日（木）

	７
	企画提案書の提出期間
	４月８日（水）～４月２２日（水）

	８
	審査（プレゼンテーション）
	４月３０日（木）～５月８日（金）

	９
	審査結果通知（契約候補者の決定）
	　　　　５月１４日（木）

	１０
	仮契約の締結
	契約候補者の決定後直ちに

	１１
	文部科学省への処分手続き
	仮契約締結後直ちに（約１か月を要する）

	１２
	議会の議決
	処分手続き承認後、直近の議会に提案

	１３
	本契約の締結・事業の開始
	文部科学省承認及び議会議決後


２　応募の手続き等　
⑴　募集方法
ア　応募のために必要な実施要領等は、以下の町ホームページにおいて掲載する。
国富町　http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/
公表する募集に関する資料等は、次のとおりとする。
①　国富町立旧深年小学校売却事業公募型プロポーザル実施要領
②　様式集
イ　公表期間
令和８年２月２７日（金）から３月２７日（金）まで
ウ　所管課
国富町役場　財政課　財政係
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８００番地　国富町役場２階
ＴＥＬ：（０９８５）７５－３１１２
メール：zaisei@town.kunitomi.miyazaki.jp

⑵　現地見学会
本プロポーザルに係る現地見学会を次のとおり開催するため、参加にあたっては実施要領等を各自持参することとし、説明資料等は配布しない。現地見学会に不参加であっても、本プロポーザルに参加することは可能だが、現地見学会に参加しない場合においても、物件位置図等により、現地を確認したうえで応募すること。
なお、現地見学会以外で、対象物件の建物内部に立ち入ることは不可とする。
ア　開催日時　３月６日（金）
午前１０時～午後５時のうちで、対応時間は１時間程度。　
日時を調整の上、参加申込者に電子メールにより通知する。
イ　開催場所
旧深年小学校（国富町大字深年５５８９番地１）現地集合、現地解散。
ウ　参加方法　
旧深年小学校現地見学会参加申込書（別記様式第４号）を３月４日（水）午後５時
までに、電子メールにより提出すること。
エ　参加人数　１応募団体につき、２人以内とする。

⑶　募集に関する質問
	質問受付期間
	令和８年２月２７日（金）から３月１３日（金）まで

	質問方法
	様式集　別記様式第５号「質問書」により、（２）本要領末尾に記載の住所に郵送（期限内必着）又は電子メールで提出すること。
電話や来訪など口頭による質問は受け付けない。

	回答方法
	受け付けた質問は、質問内容とその回答を町ＨＰに掲載予定。
なお、本業務の応募に必要と判断される質問のみ受け付けるものとする。（質問者は明示されない。）
回答が遅れる場合は別途連絡予定。


⑷　応募申込書等の受付
プロポーザルに参加を希望する者は、必要書類を次のとおり提出すること。
ア　提出書類（原本１部　写し９部）
(ｱ)　旧深年小学校公募型プロポーザル応募申込書（別記様式第１号）　
(ｲ)　事業者の構成調書（別記様式第１号の２）　１部（共同による申請の場合）
(ｳ)　応募者概要書（別記様式第２号）　
(ｴ)　誓約書（別記様式第３号）　
(ｵ)　定款、又はこれに相当する書類（個人の場合は不要）
(ｶ)　法人の場合にあっては法人・商業登記簿謄本（３か月以内に発行されたもの）
※　個人の場合にあっては当該個人の住民票
(ｷ)　決算書類（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）過去３期分
※　個人の場合、決算書類は不要だが、個人事業主として事業所得の申告を行って
いる場合は、確定申告書の写し及び収支内訳書等の付属書類（過去３年分）
(ｸ)　納税証明書等　※３か月以内に発行されたもの
＜個人＞
[bookmark: _Hlk175150410]①　国富町に納税があり、個人事業主等で所得税等の申告をしている場合
・国富町税全税目の納税証明書　＝国富町税務課発行
・「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額
のない納税証明書［その３の２］　＝所管税務署発行
②　国富町に納税があり、所得税等の申告がない場合
・国富町税全税目の納税証明書　＝国富町税務課発行
③　国富町に納税がなく、個人事業主等で所得税等の申告をしている場合
・居住市町村の市町村税の完納を証する証明書（滞納のない証明）
・「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額
のない納税証明書［その３の２］　＝所管税務署発行
④　国富町に納税がなく、所得税等の申告もない場合
・居住市町村の市町村税の完納を証する証明書（滞納のない証明）
＜法人＞
①　国富町に納税がある場合
・国富町税全税目の納税証明書　＝国富町税務課発行
・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない納税証明書
［その３の３］　＝所管税務署発行
②　国富町に納税がない場合
・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない納税証明書
［その３の３］　＝所管税務署発行
※　複数の者が共同して応募する場合は、上記の(ｳ)から(ｸ)については構成事業
者全員分を提出すること。
イ　受付期間及び受付時間
２月２７日（金）から３月２７日（金）まで（閉庁日を除く）
午前８時１５分から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）
ウ　応募書類等の提出
持参又は郵送（郵送の場合、配達を証明できるものに限る。必着）
エ　応募書類等の提出先
国富町役場　財政課　財政係
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８００番地　国富町役場２階
〒８８０－１１９２　宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８００番地
ＴＥＬ：（０９８５）７５－３１１２
メール：zaisei@town.kunitomi.miyazaki.jp

⑸　応募資格審査
応募事業者について、応募資格の有無を審査する。
ア　応募資格審査結果の通知
全応募者に対し、参加資格の審査結果を４月２日（木）までにメールにて通知する
こととし、併せてその内容を書面にした文書を発送予定。
イ　応募資格審査結果に関する質問
　　　　 (ｱ)　応募資格の審査の結果、応募資格を有しないとされた事業者は、その理由につい
て、町に説明を求めることができる。説明を求めようとする場合は、令和８年４月９
日（木）午後５時（必着）までに町にメールによるか、書面を直接持参又は郵送する
ことにより、説明を求めること。
(ｲ)　町は、令和８年４月１５日（水）までに質問に対する回答をする予定。

⑹　辞退届の提出
参加申込後にプロポーザルを辞退する者は、辞退届を次のとおり提出すること。
なお、この場合でも、本業務以外の業務において不利益を被ることはない。
ア　提出期限　４月６日（月）午後５時まで
イ　提出先　　２⑷エに同じ。
ウ　提出方法　持参又は郵送（郵送の場合、配達を証明できるものに限る。必着）
[bookmark: OLE_LINK3]エ　提出書類　旧深年小学校公募型プロポーザル応募辞退届（別記様式第６号）１部

３　企画提案の手続き等
　　　　企画提案書等の提出
応募者（応募資格の審査の結果、応募資格を有しないと認められたものを除く）は、
[bookmark: _GoBack]指定する日までに、企画提案書等の必要書類を次のとおり提出すること。
⑴　提出期間　令和８年４月８日（水）から４月２２日（水）まで（閉庁日を除く）
午前８時半から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）
⑵　提出先　２⑷エに同じ。
⑶　提出方法　持参又は郵送（郵送の場合、配達を証明できるものに限る。必着）
⑷　提出書類及び提出部数
ア　旧深年小学校跡地買受希望価格書（別記様式第７号）　原本１部　写し９部
イ　跡地利活用企画提案事業計画書（任意様式）　　　　　原本１部　写し９部
様式は任意とするが、次の項目に関する計画内容が書類で確認できること。
(ｱ)　提案の趣旨　
利活用に係る基本理念・方針、コンセプト、町政との関係性等（緊急時の体制
等）を記載する。
(ｲ)　計画の概要
事業内容、運営規模、施設利用レイアウト、開設までのスケジュール等
(ｳ)　事業の運営体制
運営形態（営業時間、休日等）、人員配置（配置職種、人数等）、雇用方針（必要
人員の確保方法等）
(ｴ)　事業の収支計画書及び資金調達計画書（３年間）
(ｵ)　企画提案に際して考慮した事柄
地域住民との交流や連携等で、具体的に考えているものを記載すること。
(ｶ)　業務経歴書（応募者の過去３年間の業績や事業内容、事業実績等）
(ｷ)　土地利活用計画図面
敷地配置図などを活用して、事業実施のための敷地利用計画を図面で示す。
(ｸ)　建物利活用平面図
教室棟平面図などを活用して、建物の整備、活用計画を図面で示す。

⑸　企画提案書の提出等にあたっての注意事項
ア　企画提案書等の提出は１応募者につき１案とする。
イ　提出された企画提案書等は返却しないが、町の公文書として組織内で複写・配付を
行う場合がある。
ウ　企画提案書等の著作権は応募者に帰属するが、公文書公開等の必要性から、提出書
類の内容を公表する場合がある。
エ　企画提案書等提出後の内容変更、差替えはできない。
オ　審査及び選定の結果に対する質問又は異議は、受け付けないものとする。

第７　審査に係る事項
１　審査方法
ア　選定委員会
旧深年小学校に係る「旧深年小学校売却事業契約候補者選定委員会」（以下「選定委員
会」という。）を設置し、企画提案書類等の審査を行う。
イ　評価
選定委員会委員（以下「委員」という。）は、提出された企画提案書等の確認及び応募
事業者からのプレゼンテーション、ヒアリングを実施し、別に定める審査項目及び配点
等の審査基準に基づき、企画提案内容を総合的に評価するものとする。
ウ　審査方法
プレゼンテーションによる審査を行う。
(ｱ)　開催日　令和８年４月３０日（木）～５月８日（金）
(ｲ)　開催場所　国富町役場庁舎　２階　第１会議室
(ｳ)　出席者　応募事業者１者につき、３人以内とする。
(ｴ)　説明事項　プレゼンテーションでは、企画提案書等に記載されている内容の範囲内
で説明を行うこと。
(ｵ)　開催通知　開催日時の通知は、令和８年４月２４日（金）を目途に行うものとする。
(ｶ)　その他
①　プレゼンテーションの時間は、応募受付順に各応募者３０分以内（提案説明２０
分以内、ヒアリング・質疑１０分以内）とする。
②　プレゼンテーションに必要な機器（大型モニター、ＨＤＭＩケーブル）は町が準備
する。
③　参加者は、②の機器を使用する場合は接続可能なパソコンを自身で用意し、企画
提案書等の内容をスクリーンに映せるように準備すること。
④　プレゼンテーションを欠席した場合は失格とし、審査及び選定の対象としない。

２　審査の進め方
ア　委員は、応募者から提出された企画提案書等の書類、プレゼンテーションでの説明において、国富町や地域の活性化への貢献度、事業内容、将来にわたって継続的な事業がなされるかなどについて、審査基準に基づき総合的に審査するものとする。
イ　各委員の評価によって審査し、平均評価点が最も高い契約候補者及び次点者を選定する。
ウ　また、平均評価点が同じ場合、審査項目の「提案事業の実現性・継続性」、「地域への貢献」、「買受希望価格」の順に評価点を比較し、評価点が高い順によるものとする。
エ　ウで示す審査項目ごとの評価点も同じ場合は、出席委員の多数決で決定し、可否同数
の時は、委員長が決定する。
オ　ただし、平均評価点数が６０点に満たない場合は、契約候補者又は次点者として扱わず、以下のいずれかの方法により改めて候補者を選定することとする。
・　再公募を行う。
・　応募者から改めて事業計画書を提出いただき、それに基づき審査・選定する。
・　最高得点の応募者を、事業計画内容の改善を条件に選定する。
　　　カ　最終審査結果
最終審査結果は、すべての応募者（ただし、共同事業者による応募の場合はその代表
者）に５月１４日（木）までに書面で通知するともに町ホームページで公表する。










３　審査項目及び評価基準
本プロポーザルは、以下の基準に基づき審査する。
	審査項目
	主な評価の視点
	配点

	１　
まちづくりとの関係性
	ア　社会的要請に対応する事業提案がなされているか。
イ　新たな賑わい・活力の創出に寄与する事業提案がなされて
　いるか。
ウ　地域活性化について、長期的な波及効果が見込まれるか。
	９
各３

	２　
地域への貢献
	ア　定住促進又は雇用の創出に繋がる提案がなされているか。
イ　周辺地域の利便性の向上に資する提案があるか。
ウ　地域資源の活用が期待できるか。
エ　地域又は周辺事業者等と積極的かつ継続的な交流、連携、
協力など地域貢献に取り組む提案がなされているか。
オ　地域の施設利用希望等に対応する提案がなされているか。
	２５
各５

	３　
周辺環境への配慮
	ア　施設周辺の自然環境への配慮がなされているか。
イ　施設周辺の住環境等への配慮がなされているか。
ウ　周辺地域の景観、町並みとマッチした施設計画となっているか。
エ　周辺交通対策に十分配慮されているか。
	２０
各５

	４　
提案事業の実現性・継続性
	ア　事業を円滑かつ継続的に実施する体制が構築されているか。
イ　開業までの経費、運営経費などの資金調達方法や収入・支出に関する前提条件などが明確にされ、事業計画と必要経費なども的確に見込んだ具体的な収支計画、事業者の資力が示されているか。
ウ　事業計画が具体的かつ実現可能なものとして確立しているか。
エ　計画が短期的なものでなく、長期的な提案となっているか。
オ　施設の利用面積等、有効な施設活用がなされているか。
	２５
各５

	５
買取希望価格
	ア　最低売却価格以上の価格となっているか。
イ　買受価格の評価は、買受希望の者のうちの最高価格を１６点
とし、他の買受希望の者の得点は、１６点×その者の価格　÷　最高価格（小数点第２位四捨五入）とする。
	２１
ア　５
イ１６

	合　計
	
	１００



第８　地域説明会等
契約候補者は地域説明会等を開催し、提案事業の内容等について地域住民等へ説明すること。本説明会での地域住民等の意見、要望等は事業に反映させるよう努めること。

第９　契約の締結
１　契約手続き
⑴　契約候補者の選定をもって契約候補者の企画提案書等に記載された全ての内容を承認するものではないこととする。
⑵　町は、契約候補者選定後、契約候補者と事業内容等の詳細について協議し、必要な範囲内において企画提案書の項目の追加・変更又は削除を行ったうえで契約できるものとし、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うものとする。
⑶　対象物件について、買受者は町と売買契約（仮契約）を締結し、公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続きが完了した後に、議会議決を得たうえで、売買契約（本契約）を締結することとする。
⑷　売買契約（本契約）契約締結日に、契約保証金として売買代金の１割を町に納付すること。
⑸　売買契約の名義人は「買受者（応募者）名」となる。また、複数の者が共同して応募した場合は「応募者全員」が共有名義人となる。
⑹　売買契約（本契約）を締結する際には、印鑑証明書、印鑑登録印、代表者事項証明書（法人の場合）、住民票（個人の場合）が必要。
⑺　売買契約（本契約）に必要な費用（収入印紙等）は買受者の負担とする。
⑻　売買代金の納付について、買受者は、町と売買契約（本契約）締結後２か月以内に残りの売買代金（契約保証金との差額）を町に納付すること。
⑼　所有権移転・対象物件の引渡しについて、契約された対象物件（付属する建物を含む）の所有権は、売買代金の全額が納入されたときに町から買受者に移転する。
また、引渡しは、所有権の移転完了と同時に、現状有姿で行う。また、所有権の移転登記等に要する費用（登録免許税等）は買受者の負担とする。
⑽　危険負担について、買受者は売買契約（本契約）締結のときから対象物件の引渡しの日までにおいて、対象物件が天災地変その他の町又は買受者のいずれの責に帰すことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合は、契約を解除することができる。
⑾　その他協議が必要な事項（事業内容などの詳細や施設等の引渡時期、契約に関する事項等について）については、事前に協議を行い、双方合意後、契約を締結するものとする。

第１０　個人情報の取り扱い
１　個人情報とは、企画提案事業者の氏名、住所、電話番号、メール、年齢など、企画提案事業者を特定できる情報のことを指す。
２　個人情報は、本利活用案の公募に関する事務手続きのみに使用する。ただし、応募案は、広報等により公開することもあるため、その際には応募案とともに氏名などを公開することがある。
３　法令に基づき開示が義務付けられている場合、個人情報を提供した企画提案事業者の同意が有る場合、その他これに準じる正当な理由がある場合を除き、個人情報を目的外利用し、又は、第三者に開示提供することはしない。
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